
令和５年度学校給食施設等衛生管理指導実施要領 
 

 

第１ 趣 旨 

集団給食施設については、平成９年度から「学校給食施設等衛生管理強化事業」とし

て、ＨＡＣＣＰシステムの概念を取り入れた「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成

９年３月２４日衛食第８５号厚生省生活衛生局長通知 最終改正：平成２９年６月１６

日）に従い監視指導を実施しており、多くの施設が同マニュアルに従った衛生管理体制を

構築するなど、一定の成果が得られている。 

しかし、全国的には、学校等の給食施設を原因とした食中毒は毎年発生しており、令和

４年は２９件の食中毒が発生し、１，２１９人の患者を出している。また、学校給食への

異物混入が相次いで発生しており、多発する異物混入を受け給食の提供を停止する学校が

出るなど、大きな問題となっている。また、食物アレルギーを有する児童が全国的に増加

傾向にあり、給食提供における事故防止のための総合的対策に苦慮する施設も多い。 

こうしたことから、引き続き集団給食施設において、大量調理施設衛生管理マニュアル

に基づいた衛生管理について監視指導等を行うとともに、公益財団法人岐阜県学校給食会

指定の「学校給食基本物資加工委託工場」について、令和５年度岐阜県食品衛生監視指導

計画に基づく危害度レベル１と同様の監視指導を行い、異物混入防止対策を中心とした衛

生指導及び管理運営要領等の整備を図る。さらに、アレルギー対応食を提供する給食施設

におけるアレルギー物質の混入対策が適切に実施されているか調査指導を行い、食物アレ

ルギー事故防止のための支援を行う。 

 

 

第２ 実施期間 

令和５年４月から令和６年１月まで 

 

第３ 対象施設と監視目標回数（表－１） 

１ 集団給食施設 

令和５年度岐阜県食品衛生監視指導計画において目標とした対象及び監視回数のとおり

実施する。 

 

食品衛生法の改正に伴い、集団給食施設（食品衛生法第５７条に基づく届出施設及び施

設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託している施設）は、食品衛生営業許

可台帳管理システム（以下「食品システム」という。）で統一的な管理ができないことか

ら、令和３年度から各保健所及びセンターごとに「集団給食施設一覧」（様式１）を作成

し、本一覧表で一元管理することとし、新規及び変更などの情報を随時更新していくこと

とした。 

様式１の管理及び作成については、様式１「管理のルール」のほか、別添「集団給食施

設一覧作成手順」を参考に行うこと。 

 

２ 学校給食基本物資加工委託工場 

公益財団法人岐阜県学校給食会が指定する「学校給食基本物資加工委託工場」（別表

１）を対象に、それぞれ１回以上の監視を実施すること。 

 



 

表－１ 対象施設と目標監視回数 

 区分 対象 目標監視回数 

集
団
給
食
施
設 

大量調理施設 

（１回300食以上又は 

１日750食以上提供する施設） 

学 校 

１回 

病 院 

保育所 

社会福祉施設 

その他 

中小規模調理施設 

(上記以外の施設） 

学 校 

０．２回 

病 院 

保育所 

社会福祉施設 

その他 

加工委託工場（別表１） 

米飯 

１回以上 パン 

麺類 

（※）対象施設：集団給食施設の対象施設数は、前年度末時点とする。 

 

第４ 実施内容 

１ 集団給食施設 

(1) 監視指導 

① 「集団給食施設監視指導結果表」（別紙様式２－１）を用いるなどにより大量調理

施設衛生管理マニュアルに記載される事項の履行状況を監視すること。（斟酌につい

ては監視指導結果表の記入上の注意を参考にすること。） 

② 大量調理施設衛生管理マニュアル中のうち、「集団給食に対する重点監視事項」

（別表２）の事項を特に重点的に監視すること。 

③ 前回の監視結果、改善指導事項を確認したうえで、監視指導すること。 

④ 事案発生時に関係機関に速やかに連絡がなされるよう緊急連絡網の整備を指導する

こと。 

⑤ 異物混入事案の発生が後を絶たないことから、対策を徹底するよう指導すること。 

⑥ 調理機器の動作不良や部品の脱落等による危害を防止するため、専門業者による定

期的な点検を行うよう指導すること。 

⑦ 調理業務を民間委託している施設の監視に当たっては、施設設置者又は学校栄養教

諭と合同で行うなど連携を密にし、受託業者を指導すること。また、必要に応じ、施

設設置者に対し、委託契約書又は委託仕様書の見直しについて、助言すること。 

⑧ 監視指導を行った場合は食品システムに監視結果を入力し、継続的な監視指導に役

立てること。 

⑨ 中小規模調理施設において今年度の立入検査を実施しない施設については、「集団

給食施設における自主点検票」（別紙様式２－２）を郵送し、自主点検を実施させる

とともに、その結果に基づき必要な指導を行うこと。 

 

  (2) 衛生講習会 

① 各施設の調理従事者等を対象に、次の内容を踏まえた衛生講習会を開催すること。 



ア 法改正に伴う届出制度の新設や食品衛生責任者の選任に関すること 

イ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理(大量調理衛生管理マニュアル)に関すること 

ウ 異物混入対策及びアレルギー物質混入対策に関すること 

② この衛生講習会は、岐阜県食品衛生責任者取扱要綱第５条第２項の講習会（実

務者講習会）とみなすこと。また、その旨を届出施設に案内すること。 

   ③ オンラインによる開催も可とすること。 

 

 ２ アレルギー対応食を提供する学校給食施設 

(1) 調査指導 

「アレルギー対応食を導入している施設調査票」（別紙様式５）により調査を行

うとともに、必要な助言及び指導を行うこと。 

 

(2) 拭き取り調査 

   ① 対象施設の選定方法 

過去（平成２７～令和元年度、令和３年度及び令和４年度）の調査結果を参考に、原則、対

象のアレルギー対応食（除去食）の提供数が多い施設の中から、検査対象とする特定原材料

の完全除去食を調理している施設を表－２のとおり選定すること。 

また、事前調査の結果、食品衛生監視員が指導を行う際に、特に拭き取り調査及び収去検

査が有効であると判断した施設を優先すること。 

 

表－２  対象施設数及び検査対象 

検査対象 乳 卵 合計 

岐阜保健所 １ １ ２ 

本巣・山県センター １ － １ 

西濃保健所 １ １ ２ 

揖斐センター － １ １ 

関保健所 １ １ ２ 

可茂保健所 １ １ ２ 

東濃保健所 １ １ ２ 

飛騨保健所 ２ １ ３ 

下呂センター － １ １ 

収去検体数 合計 ８ ８ １６ 

      ※郡上センター、恵那保健所は、対象施設なし 

 

②  拭き取り箇所の選定 

調理のスケジュール、施設設備の洗浄方法等の調査結果に基づき、特定物質の残存によ

るリスクを評価したうえで、検査に有効な箇所を選定すること。なお、拭き取り検査の検体数

については、あらかじめ検査実施機関と相談の上、決定すること。 

 

③  検査実施機関 

保健環境研究所食品安全検査センター、各保健所試験検査係 

 

④  検査法 

アレルゲン（特定原材料）検査キットを使用し、実施すること。 

 



 

⑤ 拭き取り検査結果による指導   

対象のアレルギー物質が検出された場合には、原因究明、再発防止の指導を行い、

再検査により、改善を確認すること。 

 

(3) 収去検査 

① 対象施設 

拭き取り調査を行った施設とする。 

 

② 検査実施機関 

保健環境研究所食品安全検査センター 

 

③ 検体数及び採取量 

1 施設当たり食品１検体２００ｇ以上 

 

④ 検査対象及び検体搬入日 

乳アレルギー対応食：１０月３０日（月） 

卵アレルギー対応食：１２月 ４日（月） 

 

⑤ 検査法 

平成２７年３月３０日付け消食表第１３９号消費者庁次長通知「食品表示基準につ

いて」（最終改正：令和５年３月９日付け消食表第１０２号）及び平成２２年９月 

１０日付け消食表第２８６号 消費者庁次長通知「アレルギー物質を含む食品の検査

法について」（最終改正：令和５年３月９日付け事務連絡）に基づき実施する。 

 

⑦ 検体採取・搬入時の注意点 

・「試験品の収去及び搬入作業要領」（令和３年５月１４日付け生衛第１８２号生活

衛生課長通知）を遵守すること。 

・検体は滅菌カップに採取し、当日調理のもの以外は、全て冷凍保管とすること。 

・滅菌カップに検体を入れる際は、放冷してから蓋をすること。 

・直接搬入する場合は、搬入指定日の午後４時までに搬入すること (時間厳守）。宅

配便を使用（岐阜地区、西濃地区を除く）する場合は、搬入指定日の翌日午前中ま

でに到着するよう発送（保冷）すること。 

・試験品を搬入した翌日の午前中までに、食品システムにより試験品送付書を作成す

ること。 

・検査結果が陽性となった場合、施設はアレルギー対応食の提供中止を検討するなど

大きな影響が出るため、検体の取違いのないよう十分注意すること。 

 

⑧ 陽性時の対応 

ア スクリーニング検査で陽性となった場合 

直ちに当該施設に連絡し、必要な対応を教育委員会等関係機関との連絡を密に図

りながら進めるとともに、その内容を県庁生活衛生課まで報告すること。 

イ  確認検査で陽性となった場合 

原因を調査し、コンタミネーション防止対策に関する文書指導を行うとともに改

善（計画）報告書を提出するよう指導し、改善状況の履行確認を行うこと。 

ウ スクリーニング検査で検出限界以上かつ 10μg/g 未満（＝陰性）となった場合 

コンタミネーションの可能性を視野に入れ、助言等を行うこと。 

 

【参考資料等】 

・「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック（令和５年３月作成／消費者庁）」 



https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation

/allergy/assets/food_labeling_cms204_210514_01.pdf 

・「判断樹について」（「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」別添２） 

 

３ 学校給食基本物資加工委託工場 

令和５年度岐阜県食品衛生監視指導計画に基づく危害度レベル１施設と同様に、次のと

おり監視指導を行うこと。 

(1) ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況について、次の事項を確認し、業種別手引書

を基に、必要に応じて助言、指導を行うこと。 

・衛生管理計画を作成していること 

・計画に沿った実施の状況を記録していること 

・管理基準からの逸脱時の改善状況が適正であること 

・定期的に振り返り、問題があった場合は衛生管理計画の見直しを行っていること。 

 

(2) 監視結果については、食品システムに記録、保管し、継続した指導を行うこと。ま

た、監視の結果、衛生上の不備が認められた場合は、文書指導を行うとともに改善（計

画）報告書を提出するよう指導し、改善状況の履行確認を行うこと。 

 

第５ 実施結果の報告 

１ 報告期限 

   令和６年２月９日（金） 

 

２ 報告先 

   健康福祉部生活衛生課食品指導係 

 

 ３ 報告様式 

(1) 監視指導結果の報告 

集団給食施設及び学校給食基本物資加工委託工場の監視指導結果並びに自主点検の実

施結果は「令和５年度集団給食施設等衛生講習会実施報告書」（別紙様式３）により報

告すること。なお、実施状況報告の監視施設数及び監視回数は、立入検査数のみを計上

すること。また、併せて集団給食施設一覧（様式１）を送付すること。 

(2) 衛生講習会開催結果の報告 

衛生講習会の開催結果は「令和５年度集団給食施設等衛生講習会実施報告書」（別紙

様式４）により報告すること。 

(3) アレルギー対応食を提供する学校給食施設の調査指導結果の報告 

   アレルギー対応食を提供する学校給食施設の調査指導結果は「アレルギー対応食を導

入している施設調査票」（別紙様式５）により報告すること。 

(4) アレルギー対応食を提供する学校給食施設の収去検査等の結果の報告 

   アレルギー対応食を提供する学校給食施設の拭き取り検査及び収去検査の結果は「令

和５年度学校給食施設におけるアレルギー物質検査事業報告書」（別紙様式６）により

報告すること。 



別表１ 県内学校給食基本物資加工委託工場（岐阜市を除く） ※令和５年４月現在 

 

No 名      称 区分 所  在  地 電  話 HC 

1 岐阜地区学校給食米飯協同組合 米飯 羽島郡岐南町伏屋6-175 058-247-2040 

岐阜 
2 日の丸製パン有限会社 パン 羽島市竹鼻町上町2541 058-391-3026 

3 株式会社安田屋 パン 各務原市各務おがせ町7-156 058-384-0089 

4 堀部製粉麺株式会社 めん 各務原市蘇原東島町2-78 0583-82-0259 

5 西濃学校給食米飯協同組合 米飯 大垣市築捨町 5-98-2 0584-71-9957 

西濃 
6 株式会社安田製パン パン 大垣市南高橋町 1-99 0584-78-3836 

7 モリコット パン 海津市平田町今尾1750-1 0584-66-2162 

8 合資会社小川製粉製麺所 めん 大垣市久瀬川町6-33 0584-78-3524 

9 株式会社明治ベーカリー パン 揖斐郡大野町黒野968-1 0585-32-1148 揖斐 

10 有限会社ヤマダパン パン 美濃市泉町44 0575-33-0329 
関 

11 おきなや株式会社 めん 関市下白金1198 0575-27-0022 

12 郡上米飯 米飯 郡上市八幡町島谷1079-15 0575-65-6403 

郡上 13 中川製パン パン 郡上市八幡町島谷1088 0575-65-2448 

14 丸山製パン工場 パン 郡上市白鳥町為真1093-1 0575-82-2191 

15 株式会社トーノー・ブレッド パン 可児郡御嵩町井尻796 0574-66-7760 可茂 

16 東濃学校給食炊飯センター(株) 米飯 土岐市泉町大富1654-83 0572-55-4628 
東濃 

17 東濃学校給食炊飯センター(株) パン 多治見市笠原町向島1523-1 0572-43-3083 

18 有限会社なるせ 米飯 高山市西之一色町1-73 0577-32-1961 

飛騨 19 有限会社なるせ パン 高山市西之一色町1-73-1 0577-32-1961 

20 尾形製麺株式会社 めん 高山市山田町1235-2 0577-32-1952 

21 丸中製麺所株式会社 めん 下呂市野尻1917-１ 0576-26-0287 下呂 

 

 



別表２ 集団給食施設に対する重点監視事項 

監 視 項 目 
留 意 点 等 

様式2 内 容 

１－17 便所の清掃方
法 

○少なくとも１日１回、清掃及び次亜塩素酸ナトリウムによる消毒を行うよ
う指導すること。 

○清掃及び消毒を行った者が施設内の汚染源にならないよう指導すること。 

２－１ 調理従事者等
の健康管理 

○月１回の検便については、検査機関と協議し、できる限り多くの血清型の
腸管出血性大腸菌を行うことが望ましいが、少なくともＯ２６及びＯ１５
７を実施するよう指導すること。 

○１０月～３月までの間には、大量調理施設衛生管理マニュアルに従い「月
に１回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努める。」旨を指
導すること。ここでいう「必要に応じて」とは、調理従事者の家族等に感
染性胃腸炎が疑われる場合等、各食品等事業者の事情に応じ判断するこ
と。また、この場合の検便の検査法については、遺伝子型によらず、概ね
便１ｇあたり105オーダーのノロウイルスを検出できる検査法（ＲＴ－Ｐ
ＣＲ法又はリアルタイムＰＣＲ等）を用いることが望ましい。 

○ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等
は、検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるま
での間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置をとるよう指
導すること。 

○食中毒発生時の原因究明を確実に行うため、原則として調理従事者は当該
施設で調理された食品を喫食しないよう指導すること。ただし、試食担当
者を限定している場合並びに記録の確認及び必要に応じた検便検査によ
り、調理従事者が体調不良でないことが確認されている場合等、原因究明
に支障を来さないための措置が講じられている場合は、この限りではな
い。 

２－４ 手洗い方法 ○調理従事者等の手洗いは次に定める場合には、手洗いマニュアルに示され
る方法で、流水・石けんによる手洗いにより、しっかりと２回（その他の
時には丁寧に１回）手指の洗浄及び消毒を行うことよう指導すること。 
①作業開始前及び用便後 
②汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合 
③食品に直接触れる作業にあたる直前 
④生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれのある食品等

に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合 
⑤配膳の前 

【手洗いマニュアル】 
①水で手をぬらし石けんをつける。 
②指、腕を洗う。特に、指の間、指先をよく洗う（30秒程度）。 
③石けんをよく洗い流す。（20秒程度） 
④使い捨てペーパータオル等でふく｡（タオル等の共用はしないこと｡） 
⑤消毒用のアルコールをかけて手指によくすりこむ。 

（①から③までの手順は２回以上実施する。） 

６－２ 加熱調理食品
の中心温度 

○中心温度計について定期的に校正されているかを確認すること。 
○具体的な校正方法について、問い合わせがあった場合には、例として次の

方法を示すこと。 
①月１回程度※、１００℃及び７５℃の温水に、中心温度計と水銀温度計

等を浸漬させ、適切に計測できるかを確認すること。 
②二枚貝の加熱調理を行う施設については、８５～９０℃の温度帯につい

ても確認すること。 
（※）現場の状況により精度を確保できる範囲で適宜設定する。 

前回の監視で指摘した
不備事項の改善状況 

○施設の監視前に、必ずこれまでの指導内容を確認しておくこと。 

 


